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税 務 相 談

会社、 商店等の経理問題や、税

金の問題について、税理士が相談

に応じ ます。お気軽にどうぞ。相
談日… 毎週金曜日/ 午後1 時～4

時。区 役所( 1 階) 区民相談室。
料金無料

人 口 調 べ

( 昭和46年10月1 日現在)

世 帯　　　185, 871

男　　　　300, 573

女　　　　289, 002

計　　　　589, 575

( 前月より2, 690人増)

新
設
(
国
)
・
改
正
(
都
)
に
伴
う

児
童
手
当
の
受
付
け
始
ま
る

今
回
は
、
前
回
の
「
国
の
手
当
制
度
」

に
引
き
続
き
、
改
正
さ
れ
る
「
都
の
手

当
制
度
」
と
国
、
都
の
制
度
に
関
す
る

手
続
き
に
つ
い
て
ご
案
内
し
ま
す
。

都
の
制
度
の
改
正
さ
れ
る
点

▽
従
来
は
、
算
定
の
基
礎
が
「
満
十
五

歳
未
満
」
で
あ
っ
た
も
の
が
、
「
満

十
八
歳
未
満
」
に
変
わ
り
ま
し
た
。

な
お
、
支
給
対
象
児
童
は
従
来
ど
お

り
義
務
教
育
終
了
前
の
児
童
で
す
。

▽
所
得
制
限
は
、
特
別
区
民
税
所
得
割

額
、
一
万
五
千
円
末
満
が
別
表
の
よ

う
に
変
り
ま
す
。
所
得
制
限
額
以
上

の
方
は
申
請
で
き
な
く
な
り

ま
し

た
。

▽
手
当
の
支
給
さ
れ
る
月
は
、
毎
年
二

月
、
六
月
、
十
月
と
な
り
ま
す
。

▽
手
当
は
、
原
則
と
し
て
、
申
請
の
あ

っ
た
翌
月
か
ら
支
給
(
ま
た
は
増

額
)
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

(今
ま
で
は
、
申
請
の
あ
っ
た
日
の

属
す
る
月
か
ら
)

こ
れ
ら
の
改
正
点
は
い
ず
れ
も
、
国

の
制
度
に
合
わ
せ
た
も
の
で
す
。
た

だ
、
国
の
制
度
は
経
過
措
置
が
あ
り
ま

す
が
、
都
の
制
度
で
は
完

全
実

施
で

す
。
国
の
経
過
措
置
に
よ
っ
て
該
当
し

な
か
っ
た
方
で
も
、
都
の
手
当
は
受
け

ら
れ
ま
す
。

以
上
は
、
一
般
の
手
当
に
つ
い
て
で

す
が
、
こ
の
ほ
か
従
来
か
ら
あ
る
「
遺

児
手
当
」
「
障
害
児
手
当
」
等
は
、
一

般
の
手
当
と
共
通
の
部
分
を
除
い
て
は

変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。

手
続
き
の
方
法

次
に
手
続
き
の
方
法
で
す
が
、
そ
の

前
に
国
、
都
の
関
連
で
扱
い
方
が
い
ろ

い
ろ
変
わ
り
ま
す
の
で
、
ま
と
め
て
み

ま
し
ょ
う
。

(
1
)
初
め
て
、国
の
手
当
を
う
け
る
資
格

が
で
き
た
方

(
2
)
今
ま
で
、都
の
手
当
を
受
け
て
い
た

が
、
今
度
国
の
手
当
に
該
当
す
る
方

(
3
)
初
め
て
、都
の
手
当
を
受
け
る
資
格

の
で
き
た
方
(
国
の
経
過
措
置
で
該

当
除
外
と
な
る
方
)

(
4
)
都
の
手
当
の
対
象
児
童
を
二
人
以
上

扶
養
し
て
い
る
方
で
、
そ
の
一
部
の

児
童
が
、
国
の
手
当
の
対
象
と
な
り

残
り
は
、
そ
の
ま
ま
都
の
手
当
の
対

象
で
あ
る
方

(
5
)
都
の
手
当
を
受
け
て
い
る
方
で
、算

定
の
基
準
年
齢
が
十
八
歳
ま
で
に
引

き
上
げ
ら
れ
た
た
め
、
該
当
児
童
が

増
加
す
る
方

(
6
)
今
ま
で
支
給
停
止
(
税
額
超
過
)
で

あ
っ
た
方
で
、
所
得
が
制
限
額
以
下

で
あ
る
方

(
7
)
今
ま
で
支
給
停
止
(
税
額
超
過
)
で

あ
っ
た
方
で
、
所
得
が
制
限
額
以
上

で
あ
る
方

大
別
す
る
と
、以
上
の
よ
う
に
七
種

に
別
け
ら
れ
ま
す
。お
た
く
の
実
情
と

合
わ
せ
て
(
1
)
か
ら
(
7
)
ま
で
の
ど
れ
に
該

当
す
る
か
を
見
た
上
で
、
次
の
方
法
で

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

新
規
の
申
請
　
(
1
)
か
ら
(
4
)
に
該
当
す

る
方
(
(
4
)
で
国
の
制
度
に
該
当
す
る
児

童
に
つ
い
て
は
、
都
の
分
は
自
動
的
に

資
格
が
消
滅
し
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
)

手
当
額
改
定
の
申
請
　
(
5
)
の
方
(
都

の
手
当
に
該
当
す
る
方
の
み
で
す
)

申
請
に
は
、
次
の
も
の
を
ご
持
参
く

だ
さ
い
。

▽
厚
生
年
金
、
船
員
保
険
、
各
共
済
組

合
お
よ
び
国
民
年
金
等
の
被
保
険
者

証
、
組
合
員
証
、
国
民
年
金
手
帳
の

い
ず
れ
か
(
申
請
者
が
加
入
し
て
い

る
も
の
)

▽
申
請
者
の
銀
行
等
の
預
金
通
帳

▽
印
か
ん

こ
の
手
続
き
は
、
一
般
的
な
も
の
で

す
。(
遺
児
手
当
、
障
害
児
手
当
の
申

請
に
つ
い
て
は
、
こ
の
ほ
か
に
従
来
ど

お
り
の
書
類
が
必
要
で
す
)
特
に
事
情

の
あ
る
方
に
つ
い
て
は
、
別
に
書
類
が

必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

係
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
区
外
で
住
民
税
が
課
税
さ
れ

て
い
る
方
(
本
年
一
月
一
日
現
在
の
住

所
が
区
外
の
方
)
は
、
所
得
状
況
の
わ

か
る
課
税
証
明
書
が
必
要
で
す
。

(
6
)
の
方
は
、自
動
的
に
解
除
に
な
る

の
で
申
請
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

(
7
)
の
方
は
資
格
が
消
滅
し
ま
す
。

以
上
が
手
続
き
の
ご
案
内
で
す
。
受

付
け
は
既
に
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
期
限

は
特
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
来

年
二
月
二
十
九
日
ま
で
に
申
請
す
れ
ば

一
月
以
前
に
申
請
し
た
も
の
と
み
な
し

て
、
三
月
末
日
ま
で
に
一
、
二
月
分
が

支
払
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
三
月
中
に
申

請
さ
れ
た
方
も
、
一
月
以
前
に
申
請
し

た
も
の
と
み
な
し
ま
す
が
、
手
当
金
の

支
給
は
次
期
(
六
月
)
に
な
り
ま
す
。

受
付
け
は
、
区
役
所
児
童
係
(
二
階

八
番
窓
口
)
で
行
っ
て
い
ま
す
。

限 度 額 表

◎ 　所得とは給与所得のみの人の場合は、年間収入
から紿与所得控除を引いた「給与所得控除後

の金額」です。事業所得者等の場合は、年間収

入 か ら 必 要 経 費 を 引 い た 「 金 額 」 で す 。

◎ 　保護者の扶養親族等の数の計算方法
( 税法上の控除対象配偶者) +( 税法上の控除対

象扶養親族数) +( 保護者が扶養している親族で

ない児童の数)

文 化 の 日 に

240 名 表 彰 さ る
社会に長く貢献した人々

十
一
月
三
日
「
文
化
の
日
」
、
区
役

所
七
階
大
会
議
室
で
「
足
立
区

表
彰

式
」
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
表
彰
は
、
長
年
公
共
事
業
や
社

会
の
た
め
に
尽
さ
れ
て
き
た
方
々
の
労

を
ね
ぎ
ら
い
、
そ
の
功
績
を
た
た
え
る

も
の
で
す
。
本
年
は
、
自
分
の
危
険
を

も
か
え
り
み
ず
、
火
災
の
中
か
ら
母
子

二
人
の
命
を
救
い
出
し
た
菊
池
金
雄
・

長
岡
君
夫
さ
ん
ら
、
二
百
四
十
名
の
方

々
で
す
。
そ
の
功
績
と
氏
名
は
、
次
の

と
お
り
で
す
。(
敬
称
略
)

【
人
命
救
助
】　

《
水
難
者
救
助
》

杉
山
元
延
　
鈴
木
孝
　
《
火
災
に
よ
る

逃
げ
遅
れ
者
救
助
》
菊
池
金
雄
　
長
岡

君
夫【

徳
行
】　

《
学
校
医
と
し
て
の
篤

志
》
浅
川
義
次
　
矢
野
信
英

【
自
治
功
労
】　

《
区
職
員
三
十
年

以
上
勤
続
》
椎
名
彦
安
　
丸
井
勝
　
川

村
七
郎
　
小
林
光
夫
　
石
井
保
子
　
小

出
武
夫
　
豊
田
春
吉
　
清
水
鉄
五
郎
　

岩
田
道
蔵
　
《
区
職
員
二
十
年
以
上
勤

続
》
永
田
剛
　
松
宮
直
　
葛
谷
智
恵
子

定
野
淳
美
　
和
田
龍
生
　
安
室
勇
三

落
合
啓
治
　
牧
明
　
秋
庭
真
治
　
多

田
か
つ
　
吉
田
身
　
伊
藤
テ
ツ
　
河
野

福
太
郎
　
尾
内
三
重
子
　
角
田
静
男
　

山
川
恵
子
　
古
谷
克
之
　
市
川
元
一
　

川
名
孫
一
　
渡
辺
智
恵
子
　
伊
藤
道
代

若
月
富
子
　
大
林
妙
子
　
砂
金
富
美

小
管
み
つ
　
直
成
三
郎
　
杉
田
美
津

子
　
野
辺
孝
太
郎
　
斉
藤
千
代
　
清
水

き
み
　
菅
野
文
治
　
斉
藤
和
恵
　
小
山

勝
之
助
　
金
杉
俊
夫
　
斉
藤
貞
雄
　
高

梨
あ
や
子
　

《
消
防
団
員
》
奥
田
正
志

丸
山
貢
　
石
渡
昭
　
伊
藤
勝
啓
　
小

川
司
　
小
倉
清
　
梶
嘉
雄
　
加
藤
弘
之

加
藤
森
蔵
　
桜
井
米
吉
　
清
水
長
蔵

清
水
米
蔵
　
下
川
作
蔵
　
鈴
木
啓
之

田
中
勘
三
郎
　
田
中
善
一
郎
　
平
田

伊
三
郎
　
福
井
信
一
　
藤
波
永
張
　
村

瀬
任
弘
　
横
山
正
雄
　
吉
田
英
夫
　

《
町
会
・
自
治
会
長
》
遠
田
嘉
隆
　
小

林
三
四
郎
　
嶺
元
正
典
　
山
梨
銃
次
郎

【
統
計
功
労
】　
会
谷
信
雄
　
天
沼

シ
ズ
ヱ
　
新
井
文
祥
　
石
橋
子
之
吉
　

井
上
三
吉
　
太
田
光
男
　
斉
藤
丑
二
　

斉
藤
鉱
一
　
佐
久
間
広
　
篠
崎
繁
　
篠

田
要
蔵
　
鈴
木
惣
吉
　
瀬
田
熊
太
郎
　

瀬
田
セ
ン
　
高
田
友
治
　
高
橋
卓
三
　

田
島
浜
治
　
冨
田
次
郎
　
橋
本
駒
三
郎

長
谷
川
豊
司
　
羽
鳥
精
一
　
林
三
郎

原
島
照
房
　
広
島
完
三
　
福
田
正
作
　

宮
本
昇
三
郎
　
柳
田
新
治
　
金
井
源
兵

衛
　
河
内
茂
吉
　
小
金
井
二
郎

瀬
田

市
蔵
　
鈴
木
庄
次
郎
　
浜
野
庄
次
郎
　

葉
本
茂
一
　
森
谷
郁
三

【
納
税
功
労
】　
大
神
田
貞
英
　
中

条
幸
男
　
浜
野
富
蔵

【
教
育
功
労
】　

《
P
T
A

会
長

》

石
鍋
源
一
郎
　
則
本
芳
蔵

《
学
校
保
健
衛
生
》
大
沢
善
信
　
尾
崎

義
一
　
久
保
カ
ズ
ヱ
　
重
松
勝
八
郎
　

手
光
章
次
　
前
田
寿
美
　
《
教
職
員
三

十
年
以
上
勤
続
》
　
大
久
保
新
雄
　
山

崎
繁
雄
　
相
沢
静
江
　
山
下
伸
枝
　
真

田
晴
夫
　
宮
城
恒
子
　
鈴
木
一
己
　
《

教
職
員
勤
続
二
十
年
以
上
》
安
田
孝
　

菊
地
祐
　
森
田
章
三
　
榎
本
正
　
阿
比

留
初
代
　
平
林
松
枝
　
木
村
正
一
　
小

平
守
雄
　
鈴
木
末
治
　
佐
藤
輝
夫
　
青

柳
栄
一
　
戸
張
八
重
子
　
丸
山
ナ
ホ

形
部
操
　
大
和
田
シ
ゲ
子
　
岩
崎
進

坂
本
み
ち
　
板
倉
恒
治
　
永
井
雅
城

岡
野
利
子
　
田
村
真
太
郎
　
菅
沢
鉱
三

有
賀
照
子
　
谷
中
澄
子
　
栗
田
康
造

小
泉
豊
子
　
藤
木
寿
津
子
　
矢
島
正

男
　
鹿
間
ハ
ル
子
　
木
下
貞
子
　
渡
辺

梅
子
　
桜
井
弘
　
安
室
登
美
勝
　
志
田

孝
　
平
原
寛
融
　
北
島
和
明
　
小
熊
み

さ
子
　
斉
藤
静
治
　
仲
村
梓
　
大
窪
政

男
　
小
野
ヤ
ス
子
　
吉
田
洋
子
　
小
出

誠
司
　
武
田
信
昭
　
横
田
忠
一
　
丸
山

文
夫
　
照
井
一
子
　
中
山
清
　
岩
戸
久

子
　
中
西
正
人
　
安
尾
忠
博
　
関
多
伊

造
　
橘
輝
明
　
三
浦
康
　
佐
々
木
昭
二

村
本
孝
光
　
末
次
乃
ぶ
　
安
永
純
治

杉
田
安
治
　
野
尻
勇
　
飯
野
博
　
松

沢
悟
郎
　
渡
辺
勝
美
　
飯
田
満
喜
子
　

井
上
泰
信
　
坂
間
栄
　
原
實
信
　
小
川

博
　
橋
爪
永
久
生
　
伊
藤
久
光
　
粟
谷

稔
三
　
松
川
武
彦
　
大
林
幸
江
　
木
村

栄
一
　
武
田
と
も
子
　
中
沢
康
彦
　
内

田
和
子

【
私
学
教
育
功
労
】　
《
教
職
員
二

十
年
勤
続
》
岡
崎
真
一
郎
　
松
崎
和

【
社
会
お
よ
び
公
共
事
業
功
労
】

《
民
生
委
員
・
児
童
委
員
》
小
林
勇
太

郎
　
山
崎
了
昭
　
葭
原
靏
吉
　
《
社
会

福
祉
事
業
》
浅
香
喜
太
郎
　
金
子
登
　

小
林
広
成
　
土
屋
い
ね
　
《
保
護
司
》

会
谷
正
秀
　
岡
安
勝
平
　
鈴
木
元
一

【
農
工
商
業
功
労
】　
《
農
業
振
興
》

篠
山
定
正
　

《
商
業
振
興
》
田
村
政
次

郎
　
須
戸
松
四
郎
　

《
工
業
振
興
》
相

沢
友
一
　
《
商
業
永
年
勤
続
》
田
中
重

信
　
《
工
業
永
年
勤
続
》
斉
藤
武
　
鈴

木
俊
子
　
高
島
利
夫
　
中
村
梅
吉
　
吉

沢
進
一
　
布
川
喜
平
　
鈴
木
義
雄

【
社
会
教
育
功
労
】　
《
教
育
》
赤

羽
修
司
　
吉
田
政
造
　
《
体
育
》
小
林

直
治
　
阿
部
定
博
　
児
玉
正
次
　
栗
本

新
八
郎
　
河
野
由
男
　
江
端
政
吉
　
仲

村
武
義1

1
月
3
0
日

が
納
期
限
で
す

■
個
人
事
業
税
(
二
期
)

幼
稚
園
児
募
集

申
込
み
期
間
1
1
月
9
日
～
1
1
日

区
教
育
委
員
会
で
は
、
昭
和
四
十
七

年
四
月
入
園
の
区
立
幼
稚
園
児
を
、
次

の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

△
関
屋
幼
稚
園
―
千
住
関
屋
町
一
六
番

一
号
(
千
寿
第
八
小
学
校
内
)

八
八
八
―
三
五
八
九

△
元
宿
幼
稚
園
―
千
住
桜
木
一
丁
目
一

六
番
二
号

八
八
二
―
九
四
六
五

△
江
北
幼
稚
園
(
仮
称
)
―
江
北
一
丁

目
二
六
番

入
園
資
格
―
足
立
区
内
に
住
み
、
昭
和

四
十
一
年
四
月
二
日
～
昭
和
四
十
二
年

四
月
一
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
幼
児

申
込
み
期
間
―
十
一
月
九
日
(
火
)
～

十
一
日
(
木
)
午
後
一
時
～
三
時

定
員
―
各
幼
稚
園
と
も
一
六
〇
名
(
定

員
を
超
え
た
申
込
み
数
に
な
っ
た
場
合

は
、
抽
選
に
よ
り
決
定
)

申
込
み
先
―
関
屋
・
元
宿
幼
稚
園
は
、

直
接
希
望
す
る
幼
稚
園
へ
。
江
北
幼
稚

園
(
仮
称
)
を
希
望
の
場
合
は
、
左
記

の
い
ず
れ
か
へ

(
1
)
足
立
区
役
所
第
十
三
出
張
所

八
九
〇
―
四
二
〇
一

(
2
)
足
立
区
役
所
(
五
階
)
学
事
係

※
申
込
み
の
際
、(
1
)
印
か
ん
　
(
2
)
住
民

票
抄
本
(
幼
児
本
人
の
も
の
だ
け
)
を

忘
れ
ず
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

く
わ
し
く
は
、
区
教
委
学
事
係
へ

対
象
が
ひ
ろ
が
り
ま
し
た

―
戦
傷
病
者
の
妻
に
対
す
る

特
別
給
付
金
―

去
る
十
月
一
日
か
ら
「
戦
傷
病
者
等

の
妻
」
に
対
す
る
特
別
給
付
金
の
支
給

対
象
が
ひ
ろ
が
り
、
昭
和
三
十
八
年
四

月
一
日
現
在
で
、
恩
給
法
第
五
款
症
(

旧
軍
人
は
第
四
款
症
)
の
「
戦
傷
病
者

の
妻
」
に
該
当
す
る
方
に
、
五
万
円
の

特
別
給
付
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
こ
の

給
付
金
は
、
十
年
以
内
償
還
の
記
名
国

債
で
す
。
問
い
合
わ
せ
は
、
区
役
所
援

護
係
へ
ど
う
ぞ
。

足
立
区

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
大
会

明
る
く
、
住
み
よ
い
社
会
を
作
る
た

め
、
「
足
立
区
技
能
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ク

ラ
ブ
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
ク
ラ
ブ
は

技
能
を
持
っ
て
い
る
皆
さ
ん
に
会
員
に

な
っ
て
い
た
だ
き
、
自
主
的
、
組
織
的

に
各
福
祉
関
係
施
設
、
団
体
等
の
要
請

に
よ
る
奉
仕
活
動
を
し
て
い
た
だ
く
も

の
で
す
。
来
る
十
一
月
二
十
七
日
(
土
)

午
後
一
時
か
ら
、
区
産
業
振
興
館
で
、

会
員
の
方
と
社
会
奉
仕
に
関
心
を
お
持

ち
の
方
が
た
に
よ
る
「
足
立
区
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
大
会
」
を
開
き
ま
す
。
お
気
軽

に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
は
、
区
役
所
福
祉
係
へ

ど
う
ぞ
。

区 民 福 祉 セ ン タ ー だ よ り
□
東
部
区
民
福
祉
セ
ン
タ

ー

東
綾
瀬
一
丁
目
五
―
一
七
　
　
六
〇
五
―
七
一
〇
一

■
趣
味
の
教
室

陶
芸
教
室
《
楽
焼
き
》
　
日
時
―
十
一
月
七
日
(
日
)
午
後
一
時

三
〇
分
　
講
師
―
久
保
勝
哉
氏
　
材
料
費
―
六
〇
円

生
花
教
室
《
古
流
》
　
日
時
―
十
一
月
十
二
日
(
金
)
午
前
十
時
　

講
師
―
岩
佐
マ
チ
氏
　
材
料
費
―
二
〇
〇
円
(
は
さ
み
・
雑
巾
持
参
)

文
学
教
室
《
日
本
古
典
文
学
の
系
譜
(
狂
言
)
》
　
日
時
―
十
一

月
十
二
日
(
金
)
午
後
一
時
三
〇
分
　
講
師
―
阿
川

昔
氏

絵
画
教
室
《
写
生
(
静
物
)
》
　
日
時
―
十
一
月
十
三
日
(
土
)
・

二
十
七
日
(
土
)
い
ず
れ
も
午
後
一
時
三
〇
分
　
講
師
―
木
村
林
吉
氏

テ
ー
ブ
ル
マ
ナ
ー
　
日
時
―
十
一
月
十
六
日
(
火
)
午
前
十
一
時

講
師
―
井
上
尚
二
氏
(
精
養
軒
)
　

※
十
二
日
ま
で
に
直
接
セ
ン
タ

―
へ
講
習
費
二
〇
〇
〇
円
を
そ
え
て
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

指
圧
教
室
《
腰
痛
の
治
療
法
》
　
日
時
―
十
一
月
十
七
日
(
水
)

午
後
二
時
　
講
師
―
足
立
区
鍼
灸
マ
ッ
サ
ー
ジ
師
会

茶
道
教
室
《
茶
席
の
作
法
》
　
日
時
―
十
一
月
十
八
日
(
木
)
午

前
十
時
　
講
師
―
岩
佐
柳
朋
氏
(
表
千
家
)
　

材
料
費
―
二
○
〇
円

料
理
教
室
《
変
わ
り
お
に
ぎ
り
五
種
・
お
も
ち
の
ピ
ッ
ツ
ァ
風
そ

の
他
》
　
日
時
―
十
一
月
二
十
四
日
(
水
)
午
後
一
時
　
講
師
―
春

日
由
美
子
氏

手
芸
教
室
《
ペ
ァ
バ
ッ
グ
》
　
日
時
一

十
一
月
二
十
六
日
(
金
)

午
後
一
時
　
講
師
―
勝
俣
寿
美
子
氏
　
材
料
費
―
一
五
〇
〇
円
位

書
道
教
室
　
日
時
―
毎
週
火
曜
日
午
前
十
時
　
講
師
―
高
木
秀
雲

氏
　
材
料
費
―
月
五
〇
〇
円

音
楽
教
室
《
コ
ー
ラ
ス

》
　
日
時
―
十
一
月
二
十
七
日
(
土
)
午

後
三
時
　
講
師
―
池
田
輝
樹
氏

フ
ォ
ー
ク
ダ
ン
ス
　
日
時
―
十
一
月
二
十
日
(
土
)
午
後
二
時

折
紙
教
室
　
日
時
―
十
一
月
二
十
五
日
(
木
)
午
後
一
時
三
〇
分

ペ
ー
パ
ー
ク
ラ
フ
ト
(
紙
工
作
)
　

日
時
―
十
一
月
九
日
(
火
)

午
後
一
時
三
〇
分
　
講
師
―
和
田
さ
と
子
氏
　
材
料
費
―
三
六
〇
円

□
中
部
区
民
福
祉
セ
ン
タ

ー

関
原
二
丁
目
一
〇
―
一
〇

　
　八
八
九
―
一
四
八
一

■
老
人
慰
安
将
棋
大
会

日
時
―
十
一
月
十
九
日
(
金
)
午
前
十
時
　
場
所
―
セ
ン
タ
ー
老

人
集
会
室
　
定
員
―
三
〇
名
　
申
込
み
資
格
―
区
内
在
住
の
六
十
歳

以
上
の
方
　
申
込
み
先
―
直
接
セ
ン
タ
ー
事
務
室
へ
(
定
員
に
な
り

し
だ
い
締
切
り
)

■
児
童
館
作
品
展
覧
会

日
時
―
十
一
月
五
日
(
金
)
～
七
日
(
日
)
　

場
所
―
児
童
館
　

内
容
―
木
工
作
・
図
画
・
そ
の
他

□
西
部
区
民
福
祉
セ
ン
タ

ー

鹿
浜
二
丁
目
二
四
―
二
　
　
八
九
七
―
五
〇
一
六

■
こ
ど
も
映
画
会

十
一
月
七
日
(
日
)
=

セ
ロ
ひ
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
・
せ
む
し
の
こ
う
ま

十
一
月
十
四
日
(
日
)
=

風
光
る
日
・
び
っ
こ
の
車

十
一
月
二
十
一
日
(
日
)
=

は
だ
か
の
王
さ
ま
・
も
り
の
王
さ
ま

十
一
月
二
十
八
日
(
日
)
=

一
寸
ぼ
う
し
・
ね
ず
み
の
よ
め
い
り
・

穴
に
は
ま
っ
た
う
そ
つ
き
山
羊

時
間
は
い
ず
れ
も
午
後
二
時
か
ら
で
す
。

■
児
童
作
品
展
示
会
　
十
一
月
四
日
(
木
)
～
七
日
(
日
)

■
児
童
げ
き
発
表
会
　
十
一
月
七
日
(
日
)

■
老
人
と
こ
ど
も
の
集
い
　
十
一
月
二
十
一
日
(
日
)

(
各
セ
ン
タ
ー
と
も
月
曜
日
は
休
館
日
で
す
)
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ドル・ショック対策

融資します…緊急特別資金
ド
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
以
来
、
輸
出
関
連

業
種
の
方
は
少
な
か
ら
ず
影
響
を
受
け

て
い
ま
す
。
操
業
を
短
縮
な
い
し
停
止

し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ

で
区
で
は
、
ド
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
り

影
響
を
受
け
て
い
る
区
内
中
小
企
業
者

の
経
営
の
安
定
を
図
る
た
め
、
緊
急
に

必
要
な
資
金
を
融
資
し
ま
す
の
で
、
ど

う
ぞ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

緊
急
特
別
資
金
融
資

申
込

み

資
格

(
1
)
区
内
に
住
所
(
法
人
の
場
合
は
主
た

る

事

務
所

の

所

在

地
)

が
あ

り

、

一

年

以

上
同

一

事
業

を

営

ん
で

い

る
中

小

企

業

者

(
2
)
輸
出
関
連
産
業
部
門
の
企
業
で
、ド

ル
防

衛

政

策

に
よ

り

、
著

し

く
収

益

が
低

下

し

て

い
る

も
の

。
ま

た
は

、

収

益
の

低
下

が
予

想

さ
れ

る

も
の

で

早
急

に
対

策

を
構

ず

る
必

要
の

あ
る

も
の

(
3
)
前
年
度
の
特
別
区
民
税
(
法
人
の
場

合

は

、
法

人

都
民

税

ま
た

は

代
表

者

の

特

別

区

民
税
)

を

完
納

し

て

い
る

こ

と

融

資
の

条
件

<
金

額
>

…
一

企
業

二
百

万

円

以

内

<
期

間
>

…
十

八
か

月
(

す

え

置
き

期

間

三

か
月

を

含

む
)

以

内

<
利

率
>

…
年

八
分

二

厘
以

内
(

た

だ

し

本

人
負

担

は
年

四

分
)

<
利

子

補
給
>

…
融

資

利
率

と

四

分
の

差

額

を
区

が

利
子

補
給

し

ま

す

。

<
返

済
方

法
>

…
す

え

置
き

期

間

経

過

後

割

賦
返

済

<
保

証
>

…
原

則
と

し

て

、
東

京

信
用

保
証
協
会
の
保
証
が
必
要
で
す
。
た

だ
し
、
区
内
に
居
住
す
る
連
帯
保
証

人
(
法
人
の
場
合
は
代
表
者
を
含
む

二
名
)
ま
た
は
担
保
物
件
に
よ
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。

※
な
お
、
東
京
信
用
保
証
協
会
の
保
証

の
場
合
、
保
証
料
は
全
額
区
が
負
担
し

ま
す
。

申
込
み
期
限
　
昭
和
四
十
七
年
七
月
三

十
一
日
ま
で

受
付
　
土
曜
の
午
後
、
日
曜
、
祝
日
を

除
く
毎
日
　
午
前
九
時
～
午
後
四
時

申
込
み
先
　
区
役
所
商
工
係

臨
時
円
対
策
相
談
所

東
京
商
工
会
議
所
で
は
、
ド
ル
・
シ

ョ
ッ
ク
に
よ
り
影
響
を
受
け
て
い
る
中

小
企
業
の
方
の
経
営
相
談
、
指
導
を
行

な
う
た
め
、
臨
時
円
対
策
相
談
所
を
開

設
し
て
お
り
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

開
設
場
所
…
区
役
所
一
階
商
工
係

八
八
一
―
六
九
五
一

開
設
期
間
…
常
時
(
土
曜
日
の
午
後
、

日
曜
、
祭
日
を
除
く
)

経
済
講
演
会

日
時
　
十
一
月
五
日
(
金
)
午
後
六
時

場
所
　
足
立
区
産
業
振
興
館

テ
ー
マ
　
「
円
切
り
上
げ
と
こ
れ
か
ら

の
景
気
」

講
師
　
斉
藤
栄
三
郎
氏
(
経
済
評
論
家
)

第
2
1
回
足
立
区
文
化
祭

大
輪
菊
花
大
会
へ
ど
う
ぞ

民
謡
・
書
道
・
写
真
展
な
ど
も

第
二
十
一
回
足
立
区
文
化
祭
の
十
一

月
中
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

み
な
さ
ん
お
誘
い
合
わ
せ
の
う
え
、

ご
観
覧
く
だ
さ
い
。

【
大
輪
菊
花
大
会
】

■
第
一
会
場
《
日
本
菊
友
会
・
大
鷲
神

社
献
菊
会
》
　
十
一
月
一
日
～
十
二
月

一
日
/
午
前
八
時
～
午
後
六
時
/
花
畑

大
鷲
神
社
境
内

■
第
二
会
場

《
堤
南
菊
友
会
》
　
十
一

月
一
日
～
十
四
日
/
午
前
九
時
～
午
後

六
時
/

南
宮
城
公
園
(
宮
城
小
隣
り
)

■
第
三
会
場
《
江
北
菊
花
会
》
　
十
一

月
一
日
～
十
五
日
/
午
前
九
時
～
午
後

四
時
/
北
野
神
社
境
内
(
鹿
浜
四
丁
目

一
〇
)【

芸
能
大
会
】

■
民
謡
《
民
謡
団
体
連
盟
》
　
十
一
月

六
日
(
土
)
～
七
日
(
日
)
午
前
九
時

～
午
後
九
時
/
足
立
区
文
化
会
館

■
民
謡
《
瑞
穂
の
会
》
　
十
一
月
七
日
(

日
)
午
前
九
時
～
午
後
九
時
/
足
立

区
産
業
振
興
館

■
洋
舞
踊
《
洋
舞
踊
団
体
》
　
十
一
月

十
四
日
(
日
)
午
前
十
時
～
午
後
二
時

三
〇
分
/
足
立
区
産
業
振
興
館

【
総
合
展
覧
会
】

■
書
道
・
水
石
・
台
石
展
　
十
一
月
六

日
(
土
)
～
八
日
(
月
)
午
前
九
時
～

午
後
七
時
(
但
し
、
八
日
は
午
後
三
時

ま
で
)
/

足
立
区
産
業
振
興
館

■
手
芸
・
写
真
　
十
一
月
九
日
(
火
)

～
十
一
日
(
木
)
午
前
九
時
～
午
後
七

時
(
但
し
、
十
一
日
は
午
後

五
時
ま

で
)
/

足
立
区
産
業
振
興
館

【
各
種
大
会
】

■
短
歌
大
会
《
足
立
歌
人
ク
ラ
ブ
》
　

十
一
月
七
日
(
日
)
午
後
一
時
～
五
時
/

足
立
区
青
年
館

■
将
棋
大
会
《
日
本
将
棋
連
盟
足
立
支

部
》
　
十
一
月
七
日
(
日
)
午
前
十
時

～
午
後
九
時
/
正
和
将
棋
ク
ラ
ブ

■
社
交
舞
踏
大
会
《
社
交
舞
踏
研
究
会
》

十
一
月
十
三
日
(
土
)
午
後
六
時
～

九
時
/
足
立
区
産
業
振
興
館

亜硫酸ガス測定結果
( 新田定点)

9 月平均　0. 020PPM
最高一日平均
( 9月24日) 0. 042PPM
最低一日平均
( 9月6 日) 0. 009PPM
環境基準　0. 05PPM

保

育

園
児

募

集

新
設
の
東
花
畑
保
育
園

現
在
建
設
中
の
、
都
営
花
畑
東
部
第

一
団
地
(
花
畑
町
三
四
三
〇
)
に
併
設

さ
れ
て
い
る
、
「
東
花
畑
保
育
園
」
は

新
春
そ
う
そ
う
開
園
の
運
び
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
が
で
き
上
が
り
ま
す
と
、
区

立
の
保
育
園
は
四
十
と
な
り
ま
す
。

入
園
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
次
の
要

領
で
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
み
期
間

◇
十
一
月
十
五
日
(
月
)
か
ら
三
十
日
(

火
)
ま
で

申
込
み
場
所

◇
お
住
ま
い
の
区
域
を
所
管
す
る
福
祉

事
務
所

▼
足
立
福
祉
事
務
所
　
千
住
柳
町
一

二
―
五
　
八
八
八
―
三
一
四
一

▼
東
部
福
祉
事
務
所
　
東
綾
瀬
一
丁

目
五
―
一
七
　
六
〇
五
―
七
一
〇
一

▼
中
部
福
祉
事
務
所
　
関
原
二
丁
目

一
〇
―
一
〇
　
八
八
九
―
一
四
八
一

▼
西
部
福
祉
事
務
所
　
鹿
浜
二
丁
目

二
四
―
二
　
八
九
七
―
五
〇
一
一
　

持
参
す
る
も
の

◇
昭
和
四
十
五
年
度
特
別
区
民
税
額
の

わ
か
る
も
の
(
課
税
証
明
書
・
特
別

徴
収
通
知
書
・
納
税
通
知
書
な
ど
の

い
ず
れ
か
)

◇
昭
和
四
十
五
年
分
所
得
税
額
の
わ
か

る
も
の
(
源
泉
徴
収
票
・
確
定
申
告

書
控
な
ど
の
い
ず
れ
か
)

◇
昭
和
四
十
五
年
度
固
定
資
産
税
額
の

わ
か
る
も
の
(
土
地
・
家
屋
を
お
持

ち
の
方
)

◇
印
か
ん

保
育
時
間
に
つ
い
て

去
る
十
月
二
十
一
日
付
朝
日
新
聞
夕

刊
で
竹
の
塚
保
育
園
の
保
育
時
間
が
、

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
の
よ
う

に
報
道
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
誤
り

で
、
当
区
の
保
育
園
は
午
前
八
時
三
〇

分
か
ら
午
後
四
時
三
〇
分
ま
で
児
童
を

お
あ
ず
か
り
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
こ
の
時
限
に
児
童
を
引
き
と

れ
な
い
ご
家
庭
に
つ
い
て
は
、
特
例
保

育
実
施
要
綱
に
よ
り
真
に
や
む
を
え
な

い
場
合
、
児
童
の
福
祉
に
反
し
な
い
限

り
、
朝
は
午
前
七
時
三
〇
分
か
ら
、
ま

た
夕
方
は
午
後
六
時
ま
で
時
限
を
延
長

し
て
保
育
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
保

育
園
運
営
上
、
定
員
の
一
〇
パ
ー
セ
ン

ト
程
度
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
特
例

保
育
ご
希
望
の
方
は
、
保
育
園
ま
た
は

福
祉
事
務
所
と
よ
く
ご
相
談
く

だ
さ

い
。

町
ぐ
る
み
で

〝
ネ
ズ
ミ
〟
退
治
を

赤
痢
、
腸
チ
フ
ス
、
パ
ラ
チ
フ

ス
な
ど
の
病
原
菌
や
家
ダ
ニ
を
運

ぶ
〝
ネ
ズ
ミ
〟
。
食
物
を
食
い
荒

ら
し

た

り

、
食

中

毒

の
仲

だ

ち

を

す

る
「

生
活

の

敵

」

こ
の

恐

ろ
し

い
ネ

ズ

ミ

を
退

治

す

る

に
は

今

が

絶

好
の

季

節
で

す

。

区
で

は

、

来

年

三
月

ま
で

を

「
ネ

ズ

ミ

駆
除

期

間

」

と
定
め
、
駆
除
の
実
技
指
導
や
講

習
会
を
各
地
区
で
開
い
た
り
、
衛

生
班
が
直
接
作
業
を
す
る
な
ど
、

ネ
ズ
ミ
の
撲
滅
作
戦
を
展
開
し
ま

す
。
ご
家
庭
で
も
こ
の
作
戦
計
画

に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

ネ
ズ
ミ
を
退
治
す
る
に
は

一
、
ネ
ズ
ミ
の
生
態
や
習
性
を
よ

く
知
り
そ
の
裏
を
か
い
て
弱
点

を
つ
く

二
、
出
入
口
を
ふ
さ
い
だ
り
、
食

物
を
ネ
ズ
ミ
に
与
え
な
い
な
ど

の
環
境
駆
除
を
行
な
う

三
、
み
ん
な
の
力
で
い
っ
せ
い
に

行
な
う
の

な
ど
事
が

必

要

で

す
。
ネ
ズ

ミ
は
特
に

行
動
範
囲
が
広
い
た
め
、
町
ぐ

る
み
で
ネ
ズ
ミ
駆
除
を
行
な
う

よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い

駆
除
方
法
の
実
技
指
導
や
講
習

会
に
つ
い
て
は
区
役
所
保
健
衛
生

係
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
れ
ば
出
張
し

て
行
な
い
ま
す
。

ご存 知ですか「10年年 金」

―通算老齢年金の特例―

こ

と
し

の

五

月

か
ら

、

国

民

年
金

の

「
十
年

年

金

」

の

支

給

が
始

ま

り

ま

し

た

。
こ
の

制

度

は

、
み

な

さ
ん

が

勤
め

て

い

た
会

社

や
商

店
で

加

入

し

て

い
る

「
厚
生

年

金

」

に
も

設

け
ら

れ

て

い

ま

す
。こ

の
十
年
年
金
は
、昭
和
三
十
六
年

に
設
け
ら
れ
た
「通
算
老
齢
年
金
」の

特
例
と
し
て
、当
時
す
で
に
高
齢
に
な

っ
て
い
た
方
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も

の
で
す
。そ
の
内
容
は
―
―

昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
を
基
準
と

し
て
、
種
類
の
違
う
年
金
に
変
わ
っ
て

も
、
そ
れ
が
、
通
算
し
て
十
年
以
上
に

な
れ
ば
、
年
金
の
支
給
を
受
け
ら
れ
る

と
い
う
も
の
で
す
。

例
え
ば
、
厚
生
年
金
に
六
年
加
入
し

て
い
た
が
、
そ
の
後
国
民
年
金
に
変
わ

り
、
四
年
以
上
掛
金
を
納
め
た
場
合
は

通
算
し
て
十
年
以
上
に
な
り
ま
す
か
ら

「
十
年
の
通
算
老
齢
年
金
」
が
受
け
ら

れ
る
わ
け
で
す
。

な
お
、
こ
れ
に
は
、
こ
と
し
四
月
一

日
以
降
に
六
十
歳
に
な
っ
て
い
る
こ
と

な
ど
の
年
齢
制
限
が
あ
り
ま
す
の
で
、

く
わ
し
く
は
、
次
へ
お
た
ず
ね
く
だ
さ

い
。

◇
厚
生
年
金
関
係
の
場
合

足
立
社
会
保
険
事
務
所
年
金
係

八
八
八
―
六
一
八
一

◇
国
民
年
金
関
係
の
場
合

足
立
区
役
所
国
民
年
金
課

八
八
二
―
一
一
一
一

交
通
事
故
に

あ
っ
た
世
帯
に

―
生
活
つ
な
ぎ
資
金
―

交
通
事
故
で
被
害
を
受
け
た
方
の
い

る
世
帯
で
、
一
時
的
に
生
活
費
や
医
療

費
に
お
困
り
の
方
に
、
生
活
つ
な
ぎ
の

た
め
の
資
金
を
お
貸
し
し
ま
す
。

た
だ
し
、次
の
(
1
)
か
ら
(
5
)
ま
で
の
す

べ
て
の
項
目
に
該
当
す
る
世
帯
の
方
に

限
り
ま
す
。

(
1
)
事
故
を
受
け
た
時
か
ら
引
き
続
き
、

世
帯
員
が
都
内
に
住
ん
で
い
る
世
帯

(
2
)
事
故
で
亡
く
な
ら
れ
た
り
、全
治
三

十
日
以
上
の
負
傷
を
し
た
方
が
い
る

世
帯

(
3
)
事
故
の
た
め
、一
時
的
に
生
活
に
困

っ
て
い
る
世
帯

(
4
)
事
故
に
対
し
て
の
自
動
車
損
害
賠
償

保
障
法
に
よ
る
損
害
賠
償
金
が
支
払

わ
れ
て
い
な
い
世
帯

(
5
)
こ
の
資
金
は
、昭
和
四
十
四
年
四
月

一
日
以
降
の
交
通
事
故
が
対
象
で
す

借
り
ら
れ
る
条
件

(
1
)
借
り
ら
れ
る
限
度
額
　
十
万
円

(
2
)
返
済
期
限
　
借
り
た
日
か
ら
六
か
月

以
内

(
3
)
返
済
方
法
　
一
括
払
い
(
自
賠
法
の

損
害
賠
償
金
の
う
ち
貸
付
金
相
当
額

の
受
領
権
の
委
任
を
受
け
て
償
還
金

に
あ
て
ま
す
)

(
4
)
利
子
　
無
利
子

利
用
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
電
話
等

で
事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

都
民
生
局
福
祉
部
地
域
福
祉
課

二
一
二
―
五
一
一
一
　
内
線
四
三

一
四
・
三
八
五
四

郵

便

局

か

ら

の

お

願

い

た
だ
い
ま
郵
便
局
で
は
、
郵
便
物
を

保
護
し
、
正
し
く
、
早
く
配
達
す
る
た

め
に
、
各
ご
家
庭
ご
と
に
み
な
郵
便
受

箱
を
つ
け
て
い
た
だ
く
運
動
を
お
し
進

め
て
い
ま
す
。
ご
協
力
を
。

物

価

調

査

に

ご

協

力

を

総
理
府
統
計
局
で
は
、
十
一
月
に
全

国
物
価
統
計
調
査
を
行
な
い
ま
す
。

調
査
指
定
の
店
舗
に
は
近
く
個
別
に

お
知
ら
せ
し
ま
す
。
ま
た
調
査
員
が
お

伺
い
し
ま
す
が
、
ご
理
解
あ
る
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

民

事

紛

争

の

相

談

は

足
立
簡
易
裁
判
所
で
は
、
調
停
制
度

五
〇
周
年
を
記
念
し
、
民
事
に
つ
い
て

の
相
談
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。
金
銭

・
手
形
・
土
地
・
建
物
・
交
通
事
故
な

ど
民
事
紛
争
で
お
困
り
の
方
は
、
お
気

軽
に
「
相
談
係
」
へ
ど
う
ぞ
。

足
立
簡
易
裁
判
所

足
立
区
千
住
宮
元
町
三
一
―
九

八
八
一
―
一
一
六
八
代

労

使

の

た

め

の

労

働

教

室

日
時
　
十
一
月
十
八
日
(
木
)
・
十

九
日
(
金
)
午
後
六
時
～
八
時
　
場
所

足
立
区
産
業
振
興
館
　
対
象
　
中
小

企
業
に
働
ら
く
方
と
事
業
主
の
方
　
定

員
　
一
〇
〇
名
　
受
講
料
　
無
料
　
テ

ー
マ
　
十
八
日
―
勤
労
者
の
賃
金
や
生

活
は
こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
か
(
矢
加
部

勝
美
氏
)
　

十
九
日
―
や
さ
し
い
労
働

法
(
阿
久
沢
亀
夫
氏
)

申
込
み
は
、
十
六
日
ま
で
に
都
王
子

労
政
事
務
所
　
　
九
〇
〇
―
〇
一
一
七

(
北
区
岸
町
一
六
―
一
七
)

消
費
者
展

区
と
区
消
費
者
友
の
会
で
は
、
消

費
者
の
意
識
の
向
上
と
啓
蒙
の
た
め

に
、
次
の
と
お
り
、
消
費
者
展
を
開

き
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
ご
覧
く
だ
さ

い
。

日
時
=
十
一
月
十
二
日
(
金
)
午
後

一
時
～
五
時
　
十
三
日
(
土
)
午
前

十
時
～
午
後
二
時

場
所
=
足
立
区
産
業
振
興
館

設
置
コ
ー
ナ
ー
=
食
品
添
加
物
テ
ス

ト
健
康
管
理
・
手
芸
・
米
・
生
鮮
食

品
・
電
気
の
修
理
・
そ
の
他

即
売
会
=
婦
人
靴
・
下
着
・
小
物

告

知

板

■
ス
ケ
ー
ト
講
習
会

■
初
心
者
講
習
会
　
期
日
―
十
二
月

六
日
(
日
)
～
八
日
(
水
)
午
後
六
時
十

五
分
～
九
時
　
場
所
―
千
住
ス
ケ
ー

ト
プ
ー
ル
(
東
武
線
谷
塚
駅
下
車
徒

歩
五
分
)
　

参
加
対
象
―
十
六
歳
以

上
の
一
般
区
民
(
区
内
在
勤
・
在
学

を
含
む
)
　

定
員
―
先
着
一
五
〇
名

に
な
り
し
だ
い
締
切
り
　
内
容
―
初

歩
的
な
正
し
い
滑
走
技
術
　
申
込
み

方
法
―
往
復
ハ
ガ
キ
に
住
所
・
氏
名

・
年
齢
・
性
別
・
ス
ケ
ー
ト
歴
を
記

入
の
う
え
郵
送
、
ま
た
は
直
接
係
ま

で
申
込
み
先
―
足
立
区
教
育
委
員
会

休
育
係
(
足
立
区
千
住
一
丁
目
五
〇
)

■
指
導
者
講
習
会
　
期
日
・
場
所
等

は
初
心
者
講
習
会
と
同
じ
　
参
加
対

象
―
十
六
歳
以
上
の
一
般
区
民
で
、

ス
ケ
ー
ト
経
験
者
　
定
員
―
先
着
五

〇
名
に
な
り
し
だ
い
締
切
り
　
内
容

―
指
導
法
の
実
技
)
三
日
間
受
講
し

た
方
に
は
修
了
証
書
を
授
与
)

※
事
故
防
止
用
の
手
袋
・
帽
子
・
健

康
保
険
証
は
必
ず
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
貸
靴
利
用
の
方
は
、
一

回
一
〇
〇
円

■
区
民
フ
ォ
ー
ク

ダ
ン
ス
大
会

区
教
育
委
員
会
、
区
体
育
協
会
、

区
フ
ォ
ー
ク
ダ
ン
ス
連
盟
で
は
、
区

民
の
み
な
さ
ん
の
健
全
な
レ
ク
リ
ェ

―
シ
ョ
ン
の
一
つ
と
し
て
、
「
区
民

フ
ォ
ー
ク
ダ
ン
ス
大
会
」
を
、
次
の

と
お
り
行
な
い
ま
す
。

日
時
―
十
一
月
七
日
(
日
)
正
午
～

午
後
三
時
三
〇
分

会
場
―
区
立
第
十
六
中
学
校
体
育
館
(

千
住
旭
町
三
八
―
一
　
北
千
住
駅

東
口
下
車
徒
歩
三
分
)

参
加
対
象
―
一
般
区
民
(
小
中
学
生

は
除
く
)
　

参
加
費
―
無
料

申
込
み
―
当
日
会
場
で
(
満
員
の
時

は
、
制
限
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
)

※
上
ば
き
用
運
動
靴
を
ご
持
参
く
だ

さ
い
。

■
愛
の
献
血
を

あ
な
た
の
愛
の
献
血
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。
時
間
は
い
ず
れ
も
午
前

十
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で
。

十
一
月
の
移
動
採
血
日
程

▽
九
日
(
火
)
興
本
小
学
校
　
▽
十

一
日
(
木
)
保
木
間
小
学
校
　
▽
十

七
日
(
水
)
北
三
谷
小
学
校
　
▽
十

九
日
(
金
)
第
十
九
出
張
所
　
▽
二

十
四
日
(
水
)
第
十
二
出
張
所
　
▽

三
十
日
(
火
)
北
千
住
駅
西
口

■

国

民

年

金

相

談

都
国
民
年
金
部
で
は
、
国
民
年
金

の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
ご
相
談
を
お

受
け
し
て
い
ま
す
。
日
ご
ろ
か
ら
疑

問
に
思
っ
て
い
る
方
は
、
お
気
軽
に

次
の
会
場
へ
ど
う
ぞ
。

相
談
日
―
十
一
月
二
十
二
日
(
月
)

場
所
―
国
電
北
千
住
駅
西
口
広
場

午
前
九
時
～
正
午
―
東
武
線
竹
ノ

塚
駅
東
口
広
場
　
午
後
一
時
～
四

時
■

職

業

訓

練

校

の

生

徒

募

集

都
立
の
職
業
訓
練
校
で
は
、
四
月

入
校
生
を
次
に
よ
り
募
集
し
ま
す
。

▼
訓
練
校
別
、
募
集
科
目

足
立
　
テ
レ
ビ
技
術
・
自
動
車
整
備

技
術
・
機
械
・
電
気
工
事
・
木
工
・

塗
装
・
経
理
事
務
・
ト
レ
ー
ス
・
自

動
車
整
備

江
戸
川
　
機
械
製
図
・
化
学
分
析
・

自
動
車
整
備
技
術
・
機
械
・
溶
接
・

洋
裁
・
自
動
車
整
備
・
タ
イ
プ
・
ト

レ
ー
ス

赤
羽
　
機
械
技
術
・
冷
凍
空
調
・
電

気
設
備
・
測
量
・
オ
フ
セ
ッ
卜
印
刷

・
和
文
タ
イ
プ

王
子
　
め
っ
き
技
術
・
機
械
・
機
械

検
査
・
溶
接
・
自
動
車
整
備
・
ト
レ

ー
ス

亀
戸
　
溶
接
技
術
・
電
気
設
備
・
電

子
計
算
機
・
建
築
製
図
・
溶
接
・
自

動
車
整
備
・
タ
イ
ル
施
工
・
広
告
美

術
・
事
務
管
理
・
建
築
設
備

牛
込
　
洋
服
・
洋
裁
・
和
裁

▼
募
集
期
間
　
十
一
月
一
日
(
月
)

か
ら
十
二
月
二
十
五
日
(
土
)

▼
申
込
み
場
所
　
希
望
す
る
訓
練
校

▼
授
業
料
　
無
料

▼
問
い
合
わ
せ
　
足
立
高
等
職
業
訓

練
校
(
綾
瀬
五
―
六
―
一
)
　
六

〇
五
―
六
一
四
六

■
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の

出
張
相
談

日
時
―
十
一
月
二
十
五
日
(
木
)
午

後
一
時
～
四
時

場
所
―
区
役
所
第
二
庁
舎
(
旧
梅
島

支
所
)
東
武
線
梅
島
駅
下
車

内
容
―
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
雇
用
と
求

職
相
談

秋の防犯運動… … 11月1 日～10日　 秋の火災予防運動… … 11月26日～12月2 日


